
1 

 

令和５ 年 １ １月 ７ 日（火 ）関 市農 業 委員会 総会  

場所： 関市 役所  ６階大 会議 室  

 令和 ５年 １１ 月 ７日（ 火 曜 日） 午 前９時 ３０ 分  開 会  

 

農業委 員会 総会  

（１） 議案 第１ 号  農地 法第 ３条 の 規定に よる 許可 申 請につ いて  

（２） 議案 第２ 号  農地 法第 ４条 第 １項の 規定 によ る 許可申 請に 対す る  

意見に つい て  

（３） 議案 第３ 号  農地 法第 ５条 第 １項の 規定 によ る 許可申 請に 対す る  

意見に つい て  

（４） 議案 第４ 号  事業 計画 変更 に 対する 意見 につ い て  

（５） 議案 第５ 号  関農 業振 興地 域 整備計 画の 変更 に 係る意 見に つい て  

（６） 報告 第１ 号  荒廃 農地 調査 に 伴う農 地・ 非農 地 の判断 につ いて  

 

 

 

○出席 委員 （１ ７ 名）   

１番  安田  美 雄  君   ２ 番  河 村  清 孝  君   ４番  吉田  忠 男  君  

５番  和田  ひ と み  君  ６ 番  鵜 飼  秀 樹  君   ７番  林  百恵  君   

８番  後藤  信 一  君   ９ 番  尾 口  文 良  君   １０番  松 永  佳 己君   

１１番  足 立  宜 穗  君  １ ２番  後藤  一夫  君  １３番  亀 山  良 平  君  

１４番  森  種 生  君   １ ５番  池田  政𠮷  君  １６番  長 尾  始  君  

１７番  山 田  達 史  君  １ ８番  日置  香   君        

 

〇欠席 委員 （２ 名 ）  

３番  丹羽  英 治  君   １ ９番  田下  喜代  君  

 

○委員 以外 の出 席 者  

農業委 員会 事務 局 長  山 岡  透  君      

農業委 員会 事務 局 課長補 佐  山田  牧広  君  

農業委 員会 事務 局 主任主 査  武藤  好人  君  

農業委 員会 事務 局 主事  波多 野  恵  君  

農林課 主幹  渡 邊  昌彦  君  

農林課 課長 補佐  加藤  大吾  君  
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○農業委員会事務局長（山岡  透 君）  

定刻となりましたので、農業委員会総会を始めさせていただきます。  

本日、丹羽会長が欠席となりますので、職務代理の山田委員よりご挨拶いただきたいと思

います。  

 

〇職務代理（山田  達史 君）  

（ 職務代理あいさつ ）  

 

○農業委員会事務局長（山岡  透 君）    

総会を始めるにあたり、皆様に報告事項がございます。  

令和４年度の関農業振興地域整備計画の告示につきまして、変更計画の一部に対して異議

申出があったため、令和４年度に農振除外の申請があった全部について、農地転用申請の

受付保留が続いている状況にあります。  

今回、委員の皆様に資料確認、現地確認をしていただきました一部案件について、今総会

で、ご審議いただく予定でしたが、農振除外手続きが保留中のため、議案にあげられなく

なりました。  

皆様には大変、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げま

す。  

 

それでは、本日の欠席委員の報告をさせていただきます。  

１９番 田下委員と丹羽会長の２名です。 

会長欠席の為、関市農業委員会総会会議規則 第６条の規定により、職務代理の山田委員が

議長として、議事を進行していただくことになります。 

それでは、議案の審議をお願いします。  

 

〇職務代理（山田  達史 君）  

ただ今から、関市農業委員会総会を開催します。 

会議規則第８条の規定により、過半数の委員の出席をいただいており、総会は成立していま

す。 

次に、議事録署名委員の指名を行います。  

９番 尾口委員、１０番 松永委員のお二人にお願いします。 

これより、議案の審議に入ります。
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議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についてを議題とします。  

それでは、事務局の説明を求めます。  

 

○農業委員会事務局課長補佐（山田 牧広 君）   

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

農地法第３条の規定により、下記農地の申請がありましたので審議を求めるというもので

す。 

１番の案件 

議案は１ページ、位置図は１ページになります。 

申請地は、宮前大橋から南に２００ｍに位置する 

農振農用地区域外の 

登記・現況地目 畑 ６１㎡。 

申請の目的は、所有権移転です。 

譲渡人は、譲受人の要望に応えるというもの。 

譲受人は、自宅近隣で営農したいというものでございます。 

営農計画書が提出されており、野菜、みかんの収穫をしたいという内容になっています。 

 

２番の案件 

位置図は２ページになります。 

申請地は、赤土坂公民センターから北に１５０ｍに位置する 

農振農用地区域外の登記・現況地目 畑 １,０３０㎡。 

申請の目的は、所有権移転です。 

譲渡人は、体調が優れなく農地の維持管理が困難になったため、譲受人の要望に応えるとい

うもの。 

譲受人は、農業経営の拡大をしたいというものでございます。 

営農計画書が提出されており、販売用の野菜を栽培したいという内容になっています。 

 

３番の案件 

位置図は３ページになります。 

申請地は、船山集会場から南に５００ｍから７００ｍに位置する 

農振農用地区域内の登記・現況地目 畑 ２筆 ２６６㎡。 

農振農用地区域外の登記・現況地目 畑 ３筆 ８２８㎡。 

合計 ５筆 １０９４㎡。 

申請の目的は、所有権移転です。 

譲渡人は、申請地を相続したが、営農出来ないため、譲受人の叔父に贈与したいというも

の。 
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譲受人は、農業経営の拡大をしたいというものでございます。 

 

４番の案件 

議案は２ページ、位置図は４ページになります。 

申請地は、円空記念館から南に１００ｍから３００ｍに位置する 

農振農用地区域内の登記地目 田 現況地目 畑 ３筆 １,５６５㎡。 

申請の目的は、所有権移転です。 

譲渡人は、譲受人の要望に応えるというもの。 

譲受人の住民票は、名古屋市にありますが、平成２２年に洞戸高賀に住居を購入して以来、

洞戸に居住しており、この度、新たに農地を取得し営農したいというものでございます。 

営農計画書が提出されており、芋や野菜などを栽培したいという内容になっています。 

以上、４件について、ご審議お願いします。 

 

〇職務代理（山田  達史 君）    

事務局の説明が終わりました。 

続きまして、各担当地区の委員の補足説明がありましたら、ご発言お願いいたします。地域

順に私の方から、ご指名させていただきますので、お願いします。 

また、質疑につきましては、補足説明の後に、全体の場でお願いいたします。 

１番と２番の案件につきまして、亀山委員、ございますか。 

 

〇１３番（亀山 良平 君） 

特にございません。 

 

〇職務代理（山田 達史 君） 

ありがとうございました。３番の案件につきまして、長尾委員、ございますか。 

 

〇１６番（長尾 始 君） 

特にございません。 

 

〇職務代理（山田 達史 君） 

ありがとうございました。４番の案件につきまして、私の担当地区になります。 

事務局の説明からもありましたが、譲受人の住所は名古屋市になっておりますが、１年ほど

前から、生活の拠点は洞戸になっておりますので、問題ないと思っております。 

 

これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。安田委員、どうぞ。  
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〇１番（安田 美雄 君） 

３番の案件ですが、営農計画書となっておりますが、私共には営農計画書が配布されており

ませんが、なぜでしょうか。 

 

〇農業委員会事務局課長補佐（山田 牧広 君） 

３番の案件については、譲受人は既に１３，０００㎡ほど農地を所有してみえますので、営

農計画書は不要と考えております。 

 

〇職務代理（山田  達史 君）   

そのほかにはよろしいでしょうか。  

質疑もないようですので、これより議案第１号について、番号ごとに採決いたします。 

 

１番について、原案のとおり許可することに、賛成の方は挙手願います。  

 

全会一致と認めます。 

よって、議案第１号１番は、許可することに決しました。  

 

２番について、原案のとおり許可することに、賛成の方は挙手願います。  

     

全会一致と認めます。 

よって、議案第１号２番は、許可することに決しました。  

 

３番について、原案のとおり許可することに、賛成の方は挙手願います。  

 

全会一致と認めます。 

よって、議案第１号３番は、許可することに決しました。  

 

４番について、原案のとおり許可することに、賛成の方は挙手願います。  

   

全会一致と認めます。 

よって、議案第１号４番は、許可することに決しました。  

 

続きまして、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について   

を議題とします。事務局の説明を求めます。  
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○農業委員会事務局課長補佐（山田 牧広 君）   

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

農地法第４条の規定により、下記農地の申請がありましたので、意見を求めるというもので

す。  

 

１番の案件 

議案は３ページ、位置図は５ページになります。 

申請地は、市立富岡小学校から北に１００ｍに位置する 

登記・現況地目 田 ２筆 １,４３６㎡。 

農地の区分は、用途地域にある農地のため、第３種農地と考えます。 

転用の目的は、共同住宅（１棟８戸）でございます。 

申請人は、高齢になり耕作が難しくなってきたため、アパートを建築して家賃収入を得たい  

というものでございます。 

１０月１２日に現地を確認したところ、農地性ありと確認しております。 

申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと考えます。 

本案件は、１，０００㎡を超えているため、関市開発指導要綱に基づく協議が必要になりま

す。 

 

２番の案件 

位置図は６ページになります。 

申請地は、国道２４８号線倉知西交差点から南に２００ｍに位置する 

登記・現況地目 田 １０９５㎡。 

農地の区分は、用途地域にある農地のため、第３種農地と考えます。 

転用の目的は、貸資材置場・貸駐車場でございます。 

申請人は、不動産業を営んでおり、貸資材置場、貸駐車場としての利便性を向上させるた

め、用地を拡張したいというものでございます。 

１０月１２日に現地を確認したところ、農地性ありと確認しております。 

申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと考えます。 

本案件は、１，０００㎡を超えているため、関市開発指導要綱に基づく協議が必要になりま

す。また、５条６番、事業計画変更１番２番と同時申請になります。 

 

３番の案件 

位置図は７ページになります。 

申請地は、市立南ケ丘保育園から南に１００ｍに位置する 

登記地目 畑 現況地目 宅地 １１７㎡。 

農地の区分は、用途地域にある農地のため、第３種農地と考えます。 
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転用の目的は、一般個人住宅（車庫・庭）でございます。 

申請人は、隣接地に居住しており、住宅用車庫用地として利用したいというものでございま

す。 

１０月１２日に現地を確認したところ、住宅用車庫用地として利用されており、始末書が添

付されています。 

申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと考えます。 

 

以上、３件について ご審議をお願いします。 

 

〇職務代理（山田  達史 君）    

事務局の説明が終わりました。 

続きまして、各地域の担当委員の補足説明がありましたら、ご発言お願いいたします。  

１番の案件につきまして、安田委員、ございますか。 

 

〇１番（安田 美雄 君） 

特にございません。 

 

〇職務代理（山田 達史 君） 

ありがとうございました。 

２番と３番の案件につきまして、後藤 信一委員、ございますか。 

 

〇８番（後藤 信一 君） 

特にございません。 

 

〇職務代理（山田 達史 君）   

ありがとうございました。これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

 

（な し）  

   

質疑もないようですので、これより議案第２号について、番号ごとに採決いたします。 

１番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、  

賛成の方は挙手願います。  

 

全会一致と認めます。 

よって、議案第２号１番は、岐阜県知事に進達することに決しました。  
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２番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、  

賛成の方は挙手願います。  

    

全会一致と認めます。 

よって、議案第２号２番は、岐阜県知事に進達することに決しました。  

 

３番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、  

賛成の方は挙手願います。  

     

全会一致と認めます。 

よって、議案第２号３番は、岐阜県知事に進達することに決しました。  

 

続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

 

○農業委員会事務局課長補佐（山田 牧広 君）   

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

農地法第５条の規定により、下記農地の申請がありましたので、意見を求めるというもので

す。  

 

１番の案件 

議案は４ページ、位置図は８ページになります。 

申請地は、市立富岡小学校から西に１００ｍに位置する 

登記地目 田 現況地目 宅地 ２筆 ４６５㎡。 

農地の区分は、用途地域にある農地のため、第３種農地と考えます。 

転用の目的は、宅地分譲（１区画）でございます。 

譲渡人は、譲受人の要望に応えるというもの。 

譲受人は、宅地分譲地としたいというものでございます。 

関市平賀第一土地区画整理事業区域内にあり、宅地による換地を受けた土地のため、現況宅

地となっています。現在、仮換地になるため、所有権移転においても、農地法の手続きが必

要になるというものになります。 

申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと考えます。 

 

２番の案件 

位置図は９ページになります。 
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申請地は、肥田瀬グラウンドから西に３００ｍに位置する 

登記・現況地目 田 ７筆 １２，８５８㎡。 

農地の区分は、関農業振興地域整備計画区域内の農地のため、農振農用地となります。  

転用の目的は、砂利採取（一時転用）でございます。 

賃貸人は、賃借人の要望に応えるというもの。 

賃借人は、建設業を営んでおり、申請地を賃借し、砂利などを採取したいというものでござ

います。 

１０月１２日に現地を確認したところ、農地性ありと確認しております。 

申請地は、農振農用地であるため、原則不許可でありますが、一時転用であるため、農地転

用の制限の例外基準を満たすものと考えます。 

 

３番の案件 

議案は７ページ、位置図は１０ページになります。 

申請地は、県立関高等学校から西に４００ｍに位置する 

登記地目 田 現況地目 畑 ４０㎡。 

農地の区分は、用途地域にある農地のため、第３種農地と考えます。 

転用の目的は、一般個人住宅（庭）でございます。 

譲渡人は、譲受人の要望に応えるというもの。 

譲受人は、現在の宅地の間口が狭いため、住宅敷地として利用したいというものでございま

す。 

１０月１２日に現地を確認したところ、農地性ありと確認しております。 

申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと考えます。 

 

４番の案件 

位置図は１１ページになります。 

申請地は、県立関高等学校から東に５００ｍに位置する 

登記・現況地目 畑 ２２９㎡。 

農地の区分は、用途地域にある農地のため、第３種農地と考えます。 

転用の目的は、一般個人住宅でございます。 

譲渡人は、農地の維持管理が困難になったため、譲受人の要望に応えるというもの。 

譲受人は、自己用住宅を建築したいというものでございます。 

１０月１２日に現地を確認したところ、農地性ありと確認しております。 

申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと考えます。 

 

５番の案件 

議案は８ページ、位置図は１２ページになります。 
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申請地は、国道２４８号線倉知西交差点から南に２００ｍに位置する 

登記・現況地目 田 ２筆 １,３８７㎡。 

農地の区分は、用途地域にある農地のため、第３種農地と考えます。 

転用の目的は 貸資材置場・貸駐車場でございます。 

譲渡人は、譲受人の要望に応えるというもの。 

譲受人は、不動産業を営んでおり、本申請地を貸資材置場・貸駐車場にしたいというもので

ございます。 

１０月１２日に現地を確認したところ、農地性ありと確認しております。 

申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと考えます。 

本案件は、１，０００㎡を超えているため、関市開発指導要綱に基づく協議が必要でありま

す。 

また、４条２番、事業計画変更１番２番と同時申請になります。 

 

６番の案件 

位置図は１３ページになります。 

申請地は、市立南ケ丘保育園から南に１００ｍに位置する 

登記地目 畑 現況地目 雑種地 ２６９㎡。 

農地の区分は、用途地域にある農地のため、第３種農地と考えます。 

転用の目的は、一般個人住宅でございます。 

使用貸人は、使用貸人の要望に応えるというもの。 

使用借人は、現在、賃貸住宅に住んでいるが、手狭になってきたため、一戸建て住宅を建築

したいというものでございます。 

１０月１２日に現地を確認したところ、雑種地として利用されており、始末書が添付されて

います。 

申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと考えます。 

 

７番の案件 

議案は９ページ、位置図は１４ページになります。 

申請地は、小屋名公民センターから西に１００ｍ に位置する 

登記・現況地目 畑 ２,２２４㎡。 

農地の区分は、概ね１０ｈａ以上の一団の農地区域内の農地であるため、第１種農地と考え

ます。 

転用の目的は 耕土置場（一時転用）でございます。 

賃貸人は、賃借人の要望に応えるというもの。 

賃借人は、小屋名地区内での土地造成時に出る耕作土の、一時的な保管場所として、本申請

地を利用したいというものでございます。 
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１０月１２日に現地を確認したところ、農地性ありと確認しております。 

申請地は、第１種農地であるため、原則不許可でありますが、一時転用であるため、農地転

用の制限の例外基準を満たすものと考えます。 

 

８番の案件 

位置図は１５ページになります。 

申請地は、国道２４８号線山田東交差点から東に３００ｍに位置する 

登記地目 田 現況地目 雑種地 ３７２㎡。 

農地の区分は、概ね１０ｈａ以上の一団の農地区域内の農地であるため、第１種農地と考え

ます。 

転用の目的は、紙函製造業倉庫でございます。 

譲渡人は、営農が困難になったため、譲受人の要望に応えるというもの。 

譲受人は、隣地で紙函製造業を営んでいるが、工場敷地内の倉庫が手狭になったため、倉庫

敷地として利用したいというものでございます。 

１０月１２日に現地を確認したところ、雑種地として利用されており、始末書が添付されて

います。 

申請地は、第１種農地であるため、原則として許可はできませんが、既存施設の１／２以内

の拡張であり、農地転用の制限の例外基準を満たすものと考えます。 

 

９番の案件 

位置図は、１６ページになります。 

申請地は、関市武儀事務所から南西に３００ｍに位置する 

登記・現況地目 田 ２筆 ９９０㎡。 

農地の区分は、武儀事務所から３００ｍ以内にある農地であるため、第３種農地と考えま

す。 

転用の目的は、太陽光発電施設でございます。 

譲渡人は、譲受人の要望に応えるというもの。 

譲受人は、本申請地で太陽光発電施設を設置したいというものでございます。 

１０月１２日に現地を確認したところ、農地性ありと確認しております。 

申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと考えます。 

本申請地は、８月総会でご審議いただいたものですが、申請者が許可日前に亡くなられた

為、再度、相続人により同じ転用目的で申請されたものになります。 

 

１０番の案件 

議案は１０ページ、位置図は１７ページになります。 

申請地は、川合公民館から東に５０ｍに位置する 
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登記地目 田 現況地目 雑種地 １０９㎡。 

農地の区分は、住宅、事業施設、公共・公益的施設等が連たんしている区域に近接する、１

０ｈａ未満の農地の区域内である為、第２種農地と考えます。 

転用の目的は、住宅用建具製造販売業資材置場でございます。 

譲渡人は、譲受人の要望に応えるというもの。 

譲受人は、隣地で木工業を営んでおり、現在の事業地が手狭になったため、申請地を資材置

場として利用したいというものでございます。 

１０月１２日に現地を確認したところ、雑種地として利用されており、始末書が添付されて

います。 

申請地は、第２種農地であるため、代替地性について検討した結果、他に事業の目的を達成

することが出来る土地がないため、転用はやむを得ないものと考えます。 

 

１１番の案件 

位置図は１８ページになります。 

申請地は、国道４１８号線高野交差点から西に２００ｍに位置する 

登記・現況地目 畑 ２１９㎡。 

農地の区分は、住宅、事業施設、公共・公益的施設等が連たんしている区域に近接する、１

０ｈａ未満の農地の区域内である為、第２種農地と考えます。 

転用の目的は、一般個人住宅（駐車場）でございます。 

譲渡人は、譲受人の要望に応えるというもの。 

譲受人は、申請地付近に居住しており、駐車場が不足している為、自家用駐車場用地として

利用したいというものでございます。 

１０月１２日に現地を確認したところ、農地性ありと確認しております。 

申請地は、第２種農地であるため、代替地性について検討した結果、他に事業の目的を達成

することが出来る土地がないため、転用はやむを得ないものと考えます。 

 

１２番の案件 

位置図は１９ページになります。 

申請地は、小知野公民館から西に２００ｍに位置する 

登記地目 畑 現況地目 宅地 １４．２７㎡。 

農地の区分は、住宅、事業施設、公共・公益的施設等が連たんしている区域に近接する、１

０ｈａ未満の農地の区域内である為、第２種農地と考えます。 

転用の目的は、一般個人住宅（庭）でございます。 

譲渡人は、譲受人の要望に応えるというもの。 

譲受人は、申請地を住宅用敷地として利用したいというものでございます。 

１０月１２日に現地を確認したところ、宅地として利用されており、始末書が添付されてい
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ます。 

申請地は、第２種農地であるため、代替地性について検討した結果、他に事業の目的を達成

することが出来る土地がないため、転用はやむを得ないものと考えます。 

以上、１２件について、ご審議お願いします。 

 

〇職務代理（山田  達史 君）  

事務局の説明が終わりました。 

続きまして、各地域の担当委員、補足説明がありましたら、ご発言お願いいたします。  

１番と２番の案件につきまして、安田委員、ございますか。 

 

〇１番（安田 美雄 君） 

特にございません。 

 

〇職務代理（山田  達史 君）  

ありがとうございました。３番と４番の案件につきまして、吉田委員、ございますか。 

 

〇４番（吉田 忠男 君） 

特にございません。 

 

〇職務代理（山田 達史 君）  

ありがとうございました。 

５番と６番の案件につきまして、後藤 信一委員、ございますか。 

 

〇８番（後藤 信一 君） 

特にございません。 

 

〇職務代理（山田  達史 君）  

ありがとうございました。７番の案件につきまして、亀山委員、ございますか。  

 

〇１３番（亀山 良平 君） 

特にございません。 

 

〇職務代理（山田 達史 君） 

ありがとうございました。８番の案件につきまして、森委員、ございますか。  
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〇１４番（森 種生 君） 

特にございません。 

 

〇職務代理（山田 達史 君） 

ありがとうございました。９番の案件につきまして、池田委員、ございますか。  

 

〇１５番（池田 政𠮷 君） 

再度確認に行ってきましたが、８月と状態は変わっていませんでしたので、問題ないかと思

います。 

 

〇職務代理（山田 達史 君） 

ありがとうございました。１０番の案件につきまして、長尾委員、ございますか。  

 

〇１６番（長尾 始 君） 

特にございません。 

 

〇職務代理（山田 達史 君） 

ありがとうございました。１１番、１２番の案件につきまして、本日欠席されました、田下

委員さんから、特に意見は無いということを伺っております。 

 

これより質疑を行います。  

質疑のある方はございませんか。  

 

質疑もないようですので、これより議案第３号について、番号ごとに採決いたします。 

 

１番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、  

賛成の方は挙手願います。  

        

全会一致と認めます。 

よって、議案第３号１番は、岐阜県知事に進達することに決しました。  

 

２番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、  

賛成の方は挙手願います。  

        

全会一致と認めます。 

よって、議案第３号２番は、岐阜県知事に進達することに決しました。  
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３番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、  

賛成の方は挙手願います。  

 

全会一致と認めます。 

よって、議案第３号３番は、岐阜県知事に進達することに決しました。  

 

４番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、  

賛成の方は挙手願います。  

      

全会一致と認めます。 

よって、議案第３号４番は、岐阜県知事に進達することに決しました。  

 

５番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、  

賛成の方は挙手願います。  

     

全会一致と認めます。 

よって、議案第３号５番は、岐阜県知事に進達することに決しました。  

 

６番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、  

賛成の方は挙手願います。  

         

全会一致と認めます。 

よって、議案第３号６番は、岐阜県知事に進達することに決しました。  

 

７番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、  

賛成の方は挙手願います。  

         

全会一致と認めます。 

よって、議案第３号７番は、岐阜県知事に進達することに決しました。  

 

８番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、  

賛成の方は挙手願います。  

       

全会一致と認めます。 

よって、議案第３号８番は、岐阜県知事に進達することに決しました。  
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９番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、  

賛成の方は挙手願います。  

         

賛成多数と認めます。 

よって、議案第３号９番は、岐阜県知事に進達することに決しました。  

 

１０番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、 

賛成の方は挙手願います。  

     

全会一致と認めます。 

よって、議案第３号１０番は、岐阜県知事に進達することに決しました。  

 

１１番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、 

賛成の方は挙手願います。  

        

全会一致と認めます。 

よって、議案第３号１１番は、岐阜県知事に進達することに決しました。  

 

１２番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、 

賛成の方は挙手願います。  

        

全会一致と認めます。 

よって、議案第３号１２番は、岐阜県知事に進達することに決しました。  

  

続きまして、議案第４号 事業計画変更申請に対する意見についてを議題とします。  

事務局の説明を求めます。  

 

○農業委員会事務局課長補佐（山田 牧広 君） 

議案第４号 事業計画変更申請に対する意見について  

農地転用許可後の事業計画変更申請がありましたので、意見を求めます。  

 

１番の案件 

議案は１１ページ、位置図は２０ページになります。 

申請地は、国道２４８号線倉知西交差点から南に２００ｍに位置する 

登記・現況地目 田 １,０９５㎡。 

農地の区分は、用途地域にある農地のため、第３種農地と考えます。 
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変更内容は、当初、貸駐車場、貸資材置場として計画していた申請地では、不足している

為、拡張の変更をするものです。 

また、４条２番、５条６番、事業計画変更２番と同時申請になります。 

 

２番の案件 

位置図は２１ページになります。 

申請地は、国道２４８号線倉知西交差点から南に２００ｍに位置する 

登記・現況地目 田 ３０㎡。 

農地の区分は、用途地域にある農地のため、第３種農地と考えます。 

変更内容は、当初、貸駐車場、貸資材置場として計画していた申請地では、不足している

為、拡張の変更をするものです。 

また、４条２番、５条６番、事業計画変更１番と同時申請になります。 

 

３番の案件 

議案は１２ページ、位置図は２２ページになります。 

申請地は、国道２４８号線山田東交差点から東に３００ｍに位置する 

登記地目 田 現況地目 雑種地 ３２７㎡。 

農地の区分は、概ね１０ｈａ以上の一団の農地区域内の農地であるため、第１種農地と考え

ます。許可の条件は、既存施設の１／２以内の拡張であり、農地転用の制限の例外基準を満

たすものと考えます。 

変更内容は、当初、建売分譲住宅として許可を受けていましたが、事業が中止されていたと

ころ、隣接する工場の倉庫敷地として利用したいというものです。 

５条１２番、事業計画変更４番と同時申請になります。 

 

４番の案件 

位置図は２３ページになります。 

申請地は、国道２４８号線山田東交差点から東に３００ｍに位置する 

登記地目 雑種地 現況地目 宅地 １２４㎡。 

農地の区分は、概ね１０ｈａ以上の一団の農地区域内の農地であるため、第１種農地と考え

ます。許可の条件は、既存施設の１／２以内の拡張であり、農地転用の制限の例外基準を満

たすものと考えます。 

変更内容は、当初、建売分譲住宅として許可を受けていましたが、事業が中止されていたと

ころ、隣接する工場の倉庫敷地として利用したいというものです。 

５条１２番、事業計画変更３番と同時申請になります。 

以上、４件について、ご審議お願いします。 
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〇職務代理（山田  達史 君）  

事務局の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑のある方はございません  

か。  

 

質疑もありませんので、採決に移ります。  

１番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、賛成の方は挙手願います。  

         

賛成多数と認めます。 

よって、議案第４号１番は、岐阜県知事に進達することに決しました。  

 

２番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、賛成の方は挙手願います。  

 

全会一致と認めます。 

よって、議案第４号２番は、岐阜県知事に進達することに決しました。  

 

３番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、賛成の方は挙手願います。  

        

全会一致と認めます。 

よって、議案第４号３番は、岐阜県知事に進達することに決しました。  

 

４番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、賛成の方は挙手願います。  

        

全会一致と認めます。 

よって、議案第４号４番は、岐阜県知事に進達することに決しました。  

 

〇職務代理（山田  達史 君）  

議案第５号 関農業振興地域整備計画の変更に係る意見についてを議題とします。  

事務局の説明を求めます。  

 

○農林課課長補佐（加藤 大吾 君）   

富野地区、整理番号Ａ１－１の除外申請になります。 

地区別各筆調書は３ページ、位置図は８ページになります。 

関市小野構造改善センターから南に２００ｍの農地 １６５㎡になります。 

農地の区分は、概ね１０ｈａ以上の一団の農地であるため、第１種農地と考えます。  

目的は、農家住宅になります。 

農地法の許可基準について、第１種農地であるため、原則不許可ですが、既存施設の１／２以
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内の拡張であるため、農地転用の制限の例外基準を満たし、転用許可の見込みがあるものと

考えます。 

 

１号要件 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農

用地以外に代替する土地がないこと。 

規模、夫婦が住む１ＬＤＫの住宅６４㎡、２台分の駐車場２７㎡、庭７４㎡が必要としてお 

り、やむを得ない。 

緊急性、農家住宅として、息子夫婦が戻ってきて手狭になるため、住居を必要としている。 

代替地、定住のための住宅であるので、転用事業者の農機具置場から５００ｍ以内で代替地

を検討するが、農地の過大で、他に事業ができる場所もなかった。 

 

分断の影響は少なく、農業の担い手の集積地ではないため、要件を満たし、特に問題はなく除

外しても差し支えないと事務局では考えます。 

 

整理番号Ａ１－２の除外申請になります。 

地区別各筆調書は３ページ、位置図は１０ページになります。 

志津野転作促進技術研修センターから北に４００ｍの農地 ２０，３２５㎡になります。 

農地の区分は、概ね１０ｈａ以上の一団の農地であるため、第１種農地と考えます。  

目的は、農業体験型キャンプ場になります。 

農地法の許可基準について、第１種農地であるため、原則不許可ですが、地域の農業振興に資

する農業体験都市交流施設として、農地転用の制限の例外基準を満たし、転用許可の見込み

があるものと考えます。 

１号要件 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農

用地以外に代替する土地がないこと。 

規模、転用事業者は各務原市にも農業体験型キャンプ場を持っており、広大な敷地や多くの

人が施設を使用し、耕作放棄地を活用するため、やむを得ない。 

緊急性、各務原市で事業を行っているが、手狭であり、事業拡大をしたいためやむを得ない。  

代替地、周辺の土地を活用できる代替地を検討したが、農業に適した土壌や周囲に森林が豊 

富にあることを考えると、他に事業をできる場所はなかった。 

 

民家から離れた農地で分断の影響は少なく、農業の担い手の集積地ではないため、要件を満

たし、特に問題はなく除外しても差し支えないと事務局では考えます。 

 

田原地区、整理番号Ａ３－１の除外申請でございますが、現在、県と協議をしておりますの

で、１２月の総会に再度かけたいと考えておりますので、省略させていただきます。  
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田原地区、整理番号Ａ３－２の除外申請になります。 

地区別各筆調書は１２ページ、位置図は１５ページになります。 

東田原公民館から北に２００ｍの農地 ３０．００㎡になります。 

農地の区分は、概ね１０ｈａ以上の一団の農地であるため、第１種農地と考えます。  

目的は、農家住宅になります。 

農地法の許可基準について、第１種農地であるため、原則不許可ですが、既存施設の１／２以

内の拡張であるため、農地転用の制限の例外基準を満たし、転用許可の見込みがあるものと

考えます。 

 

１号要件 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農

用地以外に代替する土地がないこと。 

緊急性、独立に伴い住宅を必要としているため。 

規模、農家住宅の他２００㎡、駐車場スペース４台程度、農機具置場１００㎡、庭スペース 

２００㎡程度必要。 

代替性、農業に従事するため、農地の近隣である必要があり、自己所有地に近い土地を 

検討した結果、他にできる場所はなかった。 

 

角地の農地で分断の影響は少なく、農業の担い手の集積地ではないため、要件を満たし、特に

問題はなく除外しても差し支えないと事務局では考えます。 

 

田原地区、整理番号Ａ３－３の除外申請になります。 

地区別各筆調書は１２ページ、位置図は１７ページになります。 

田原小学校から北に３００ｍの農地 １９１．００㎡になります。 

農地の区分は、概ね１０ｈａ以上の一団の農地であるため、第１種農地と考えます。  

目的は、農家住宅敷地への進入路になります。 

農地法の許可基準について、第１種農地であるため、原則不許可ですが、既存施設の１／２以

内の拡張であるため、農地転用の制限の例外基準を満たし、転用許可の見込みがあるものと

考えます。 

 

１号要件 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農

用地以外に代替する土地がないこと。 

規模、進入路幅員４．３ｍ～５．０ｍ、長さ３０ｍ～４０ｍ程度必要であるため。 

代替性、目的が農家住宅敷地（相続土地）への進入路であるため、既存宅地に隣接している必 

要があり、他に事業をできる場所はなかった。 

進入路ができても分断の恐れがなく、農業の担い手の集積地ではないため、要件を満たし、特

に問題はなく除外しても差し支えないと事務局では考えます。 
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田原地区、整理番号Ａ３－４の除外申請になります。 

地区別各筆調書は１２ページ、位置図は１９ページになります。 

下迫間公民館から北に２００ｍの農地 ２．４６㎡になります。 

農地の区分は、１０ｈａ未満の農地の区域内である為、第２種農地と考えます。 

目的は、宅地進入路になります。 

農地法の許可基準について、第２種農地であるため、代替地性について検討した結果、他に事

業の目的を達成することが出来る土地がないため、転用許可の見込みがあるものと考えます。 

 

１号要件 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農

用地以外に代替する土地がないこと。 

 

具体的な転用計画 

農地法、宅住宅が連坦した区域に近接した１０ｈａ未満の農地集団 ２種農地 

転用基準、２種農地 他ではできない事業は許可される。 

規模、一辺２．２ｍ～２．６ｍ程度の隅切りが必要であるため。 

代替性、目的が農家住宅敷地（相続土地）への進入路であるため、既存宅地に隣接している必 

要があり、他に事業をできる場所はなかった。 

 

進入路ができても分断の恐れがなく、農業の担い手の集積地ではないため、要件を満たし、特

に問題はなく除外しても差し支えないと事務局では考えます。 

 

以上、５件について、ご審議お願いいたします。 

  

職務代理（山田  達史 君）   

事務局の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑のある方はございません

か。  

 

質疑もないようですので、議案第５号  Ａ地区の除外５件について、順に採決いたしま

す。  

 

Ａ－１－１について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙

手願います。  

       

全会一致と認めます。 

よって、議案第５号  Ａ－１－１は「意見無し」と回答することに決しました。  
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Ａ－１－２について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙

手願います。  

    

全会一致と認めます。 

よって、議案第５号  Ａ－１－２は「意見無し」と回答することに決しました。  

 

Ａ－３－２について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙

手願います。  

        

全会一致と認めます。 

よって、議案第５号  Ａ－３－２は「意見無し」と回答することに決しました。  

 

Ａ－３－３について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙

手願います。  

       

全会一致と認めます。 

よって、議案第５号  Ａ－３－３は「意見無し」と回答することに決しました。  

 

Ａ－３－４について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙

手願います。  

  

全会一致と認めます。 

よって、議案第５号  Ａ－３－４は「意見無し」と回答することに決しました。  

続きまして、事務局の説明を求めます。  

 

○農林課課長補佐（加藤 大吾 君）   

関地区、整理番号Ｂ１－１の除外申請になります。 

地区別各筆調書は２２ページ、位置図は２４ページになります。 

赤尾公民館から東に４００ｍの農地 １,３１５㎡になります。 

農地の区分は、１０ｈａ未満の農地の区域内である為、第２種農地と考えます。 

目的は、建築条件付き宅地分譲になります。 

農地法の許可基準について、第２種農地であるため、代替地性について検討した結果、他に事

業の目的を達成することが出来る土地がないため、転用許可の見込みがあるものと考えます。 

１号要件 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農

用地以外に代替する土地がないこと。 
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農地法 農地区分：宅住宅が連坦した区域に近接した１０ｈａ未満の農地集団 ２種農地 

転用基準：２種農地 他ではできない事業は許可される。 

緊急性、この地域に住みたい要望が多いため、やむを得ない。 

規模、分譲住宅４軒分。転用事業者が入居する家族構成を考えて、分譲住宅１棟約５５㎡、駐

車スペース２～３台分３０㎡～４５㎡、庭が必要である。 

代替性、地域周辺にスーパーマーケット、医療機関、高速道路などに比較的近い場所にあり、  

近隣に騒音施設がないことも希望しており、他にできる場所はなかった。 

 

農業の担い手の集積地ではないため、要件を満たし、特に問題はなく除外しても差し支えな

いと事務局では考えます。 

 

関地区、整理番号Ｂ１－２の除外申請になります。 

地区別各筆調書は２２ページ、位置図は２４ページになります。 

２４８号バイパス稲口インターから西に３００ｍの農地 ４,９８１㎡になります。 

農地の区分は、１０ｈａ未満の農地の区域内である為、第２種農地と考えます。 

目的は、建設業工場になります。 

農地法の許可基準について、第２種農地であるため、代替地性について検討した結果、他に事

業の目的を達成することが出来る土地がないため、転用許可の見込みがあるものと考えます。 

 

１号要件 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農

用地以外に代替する土地がないこと。 

農地法 農地区分：住宅が連坦した区域に近接した１０ｈａ未満の農地集団 ２種農地 

転用基準：２種農地 他ではできない事業は許可される 

緊急性、転用事業者は現在建設業を営んでいるが、業務拡張のため、建設工場の建築を計画 

し、やむを得ない。 

規模、転用事業者は社寺専門の建築業を営んでおり、一般的な木造建築の製造工場よりもサ 

イズが大きな機械で製造するため、申請面積が必要となる。 

代替性、転用事業者の本社周辺３００㎡圏内であり大型車両が入りやすく住宅街周辺でない

ことを希望しており、他に事業をできる場所はなかった。 

農業の担い手の集積地ではないため、要件を満たし、特に問題はなく除外しても差し支えな

いと事務局では考えます。 

 

関地区、整理番号Ｂ１－３の除外申請になります。 

地区別各筆調書は２３ページ、位置図は２７ページになります。 

円保公園から北に２００ｍの農地 ２,９１３㎡になります。 

農地の区分は、概ね１０ｈａ以上の一団の農地であるため、第１種農地と考えます。  
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目的は、建築条件付き宅地分譲になります。 

農地法の許可基準について、第１種農地であるため、原則不許可ですが、集落に接続してお

り、農地転用の制限の例外基準を満たし、転用許可の見込みがあるものと考えます。 

 

１号要件 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農

用地以外に代替する土地がないこと。 

農地法 農地区分：施工区域内の農地１０ｈａ以上の農地集団 １種農地 

転用基準：１種農地の許可基準「集落に接続して設置される近隣に居住するものの生活等に

必要な施設」に相当するため許可されうる 

緊急性、この地域に住みたい要望が年間１０～１５件ほどの問い合わせがあり、やむを得な 

い。 

規模、転用事業者が入居する家族構成を考えて、分譲住宅１棟約５５㎡、駐車スペース 

３台分：４５㎡、庭約１００㎡が必要である。 

代替地、地域周辺に商業施設、医療機関、教育機関などに比較的近い場所を希望しており、代 

替地を検討したが、農地面積の過小や他の事業や土地所有者が耕作を希望するなど理解を得  

られず、他に事業をできる場所はなかった。 

 

道路から端の農地で分断の影響は少なく、農業の担い手の集積地ではないため、要件を満た

し、特に問題はなく除外しても差し支えないと事務局では考えます。 

 

小瀬地区、整理番号Ｂ４－３の除外申請でございますが、現在、県と協議をしておりますの

で、１２月の総会に再度かけたいと考えておりますので、省略させていただきます。  

 

小瀬地区、整理番号Ｂ４－１の除外申請になります。 

地区別各筆調書は３１ページ、位置図は３４ページになります。 

瀬尻保育園から東に３００ｍの農地 １,０７１㎡になります。 

農地の区分は、概ね１０ｈａ以上の一団の農地であるため、第１種農地と考えます。  

目的は、分譲住宅になります。 

農地法の許可基準について、第１種農地であるため、原則不許可ですが、集落に接続してお

り、農地転用の制限の例外基準を満たし、転用許可の見込みがあるものと考えます。 

 

６号要件 土地基盤整備事業が完了した年度の翌年度から起算して８年が経過していること。 

曽代用水受益地 Ｒ７まで改修工事 ８年以上経過していないため。 

 

６号要件が規定を満たしていないため、除外の見込みがないと思われます。 
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小瀬地区、整理番号Ｂ４－２の除外申請になります。 

地区別各筆調書は３１ページ、位置図は３４ページになります。 

瀬尻保育園から西に２００ｍの農地 ６９９㎡になります。 

農地の区分は、概ね１０ｈａ以上の一団の農地であるため、第１種農地と考えます。  

目的は、建設業資材置場、駐車場になります。 

農地法の許可基準について、第１種農地であり、転用目的が資材置き場であるため、農地転用

の許可の見込みがないと考えます。 

 

６号要件 土地基盤整備事業が完了した年度の翌年度から起算して８年が経過していること。 

曽代用水受益地 Ｒ７まで改修工事 ８年以上経過していないため。 

 

３号要件及び６号要件が規定を満たしていないため、除外の見込みがないと思われます。  

 

以上、５件について、ご審議お願いいたします。 

  

職務代理（山田  達史 君）   

事務局の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑のある方はございません

か。  

 

質疑もないようですので、これより採決いたします。  

議案第５号Ｂ地区の除外５件について、順に採決いたします。  

Ｂ－１－１について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。  

異議の無い方は、挙手願います。  

 

全会一致と認めます。 

よって、議案第５号  Ｂ－１－１は「意見無し」と回答することに決しました。  

 

Ｂ－１－２について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。  

異議の無い方は、挙手願います。  

 

全会一致と認めます。 

よって、議案第５号  Ｂ－１－２は「意見無し」と回答することに決しました。  

 

Ｂ－１－３について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。  

異議の無い方は、挙手願います。  

 



26 

 

全会一致と認めます。 

よって、議案第５号  Ｂ－１－３は「意見無し」と回答することに決しました。  

 

Ｂ－４－１について、「除外見込み無し」と説明がありました。その内容について「意見

無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙手願います。  

 

賛成多数と認めます。 

よって、議案第５号  Ｂ－４－１ は「意見無し」と回答することに決しました。  

 

Ｂ－４－２について、「除外見込み無し」と説明がありました。その内容について「意見

無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙手願います。  

 

賛成多数と認めます。 

よって、議案第５号  Ｂ－４－２は「意見無し」と回答することに決しました。  

続きまして、事務局の説明を求めます。  

 

○農林課課長補佐（加藤 大吾 君）   

小金田地区、整理番号Ｃ１－１の除外申請になります。 

地区別各筆調書は３８ページ、位置図は３９ページになります。 

西部支所から南に５００ｍの農地 ４７６㎡になります。 

農地の区分は、西部支所から５００ｍ以内にある農地であるため、第２種農地と考えます。  

目的は、一般個人住宅になります。 

農地法の許可基準について、第２種農地であるため、代替地性について検討した結果、他に事

業の目的を達成することが出来る土地がないため、転用許可の見込みがあるものと考えます。 

 

１号要件 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農

用地以外に代替する土地がないこと。 

農地法 農地区分：宅住宅が連坦した区域に近接した１０ｈａ未満の農地集団 ２種農地 

転用基準：２種農地 他ではできない事業は許可される 

緊急性、転用事業者は現在、実家暮らしであり、手狭になったため、一般個人住宅の建築を検

討した。 

規模、一般個人住宅の宅地と共に購入した駐車場・庭用の土地が農地だった。 

代替性、隣接して住宅は建っており、静穏・安全であり環境が良い場所であるため、他にでき 

る場所はなかった。 

 

角地の農地で分断の影響は少なく、農業の担い手の集積地ではないため、要件を満たし、特に
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問題はなく除外しても差し支えないと事務局では考えます。 

 

小金田地区、整理番号Ｃ１－２の除外申請になります。 

地区別各筆調書は３８ページ、位置図は３９ページになります。 

下白金公民センターから南に２００ｍの農地 ５２６㎡になります。 

農地の区分は、概ね１０ｈａ以上の一団の農地であるため、第１種農地と考えます。  

目的は、建築条件付き宅地分譲になります。 

農地法の許可基準について、第１種農地であるため、原則不許可ですが、集落に接続してお

り、農地転用の制限の例外基準を満たし、転用許可の見込みがあるものと考えます。 

 

１号要件 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農

用地以外に代替する土地がないこと。 

農地法 農地区分：概ね１０ｈ以上の一団の農地であるため、第１種農地。 

１種農地の許可基準：「集落に接続して設置される近隣に居住するものの生活等に必要な施

設」に相当するため許可されうる。 

緊急性、この土地の利用がないため、固定資産税だけを支払う状況を打破したい。 

規模、住宅用地としての十分な広さを確保するため。 

代替性、隣接して住宅は建っており、住宅として環境が良い場所であるため、他にできる場所

はなかった。 

 

分断の影響は少なく、農業の担い手の集積地ではないため、要件を満たし、特に問題はなく除

外しても差し支えないと事務局では考えます。 

小金田地区、整理番号Ｃ１－３の除外申請になります。 

地区別各筆調書は３８ページ、位置図は４２ページになります。 

虹ヶ丘幼稚園から東に３００ｍの農地 １,４１１㎡になります。 

農地の区分は、１０ｈａ未満の農地の区域内である為、第２種農地と考えます。 

目的は、金属加工業工場 資材置場、駐車場になります。 

農地法の許可基準について、第２種農地であるため、代替地性について検討した結果、他に事

業の目的を達成することが出来る土地がないため、転用許可の見込みがあるものと考えます。 

 

１号要件 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、 

農用地以外に代替する土地がないこと。 

農地法：農地区分 住宅が連坦した区域に近接した１０ｈａ未満の農地集団 ２種農地 

転用基準：２種農地 他ではできない事業は許可される。 

緊急性、転用事業者の業務拡張のため、やむを得ない。 

規模、業務拡張のため、およそ１，５００㎡の申請面積が必要となる。 
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代替性、転用事業者の本社周辺１００ｍ圏内であり、大型車両が入りやすく住宅街周辺でな 

いことを希望しており、他に事業をできる場所はなかった。 

 

分断の影響は少なく、農業の担い手の集積地ではないため、要件を満たし、特に問題はなく除

外しても差し支えないと事務局では考えます。 

 

千疋地区、整理番号Ｃ３－１の除外申請でございますが、現在、県と協議をしておりますの

で、１２月の総会に再度かけたいと考えておりますので、省略させていただきます。 

 

西地区、整理番号Ｃ４－１の除外申請になります。 

地区別各筆調書は４９ページ、位置図は５０ページになります。 

広見下水処理場から北に３００ｍの農地 ２４７㎡になります。 

農地の区分は、概ね１０ｈａ以上の一団の農地であるため、第１種農地と考えます。  

目的は、農家住宅になります。 

農地法の許可基準について、第１種農地であるため、原則不許可ですが、集落に接続してお

り、農地転用の制限の例外基準を満たし、転用許可の見込みがあるものと考えます。 

１号要件 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農

用地以外に代替する土地がないこと。 

規模、一般的な住宅で不自然な点もなくやむを得ない。 

緊急性、現在の住居は老朽化しており、以前から建替えをしたかった。しかし親が高齢にな 

り、今の住まいを離れたくないというので、なるべく現住居に近く、親の面倒を看るのに都合  

の良い場所に、農家住宅を建てたい。 

代替地、今後農業を継ぐ後継者となることを考えており、本家近隣の範囲で代替地を 

検討したが、他の事業等の目的や農地過小などで他に土地はなかった。 

 

水路端の農地で分断の影響は少なく、農業の担い手の集積地ではないため、要件を満たし、特

に問題はなく除外しても差し支えないと事務局では考えます。 

 

西地区、整理番号Ｃ４－２の除外申請になります。 

地区別各筆調書は４９ページ、位置図は５０ページになります。 

広見下水処理場から北東に４００ｍの農地 ５００㎡になります。 

農地の区分は、概ね１０ｈａ以上の一団の農地であるため、第１種農地と考えます。  

目的は、一般個人住宅になります。 

農地法の許可基準について、第１種農地であるため、原則不許可ですが、集落に接続してお

り、農地転用の制限の例外基準を満たし、転用許可の見込みがあるものと考えます。 
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１号要件 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農

用地以外に代替する土地がないこと。 

規模、一般的な住宅で不自然な点もなくやむを得ない。 

緊急性、賃貸住宅に居住しており住宅が必要であって、やむを得ない。 

代替地、後継者は、申請者の居住地から徒歩１分圏内（８０ｍ圏内）にあることなどで代替地 

を検討したが、他の事業等の目的や農地過小などで他に土地はなかった。 

 

周辺に居住地があり分断の影響はなく、農地台帳では、武芸川農産との利用権が令和８年２

月まで設定しており、事前に集積に支障をきたすかの確認をした結果、影響なしで回答を得

ているため要件を満たし、特に問題はなく除外しても差し支えないと事務局では考えます。  

 

西地区、整理番号Ｃ４－３の除外申請になります。 

地区別各筆調書は４９ページ、位置図は５４ページになります。 

関広見インターチェンジ料金所から西に３００ｍの農地 ４３６㎡になります。 

農地の区分は、東海環状自動車道  関広見インターチェンジ料金所から３００ｍ以内にある

農地であるため、第３種農地と考えます。 

目的は、一般個人住宅になります。 

農地法の許可基準について、第３種農地であるため、原則許可であり、転用許可の見込みがあ

るものと考えます。 

 

１号要件 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農

用地以外に代替する土地がないこと。 

規模、一般的な住宅の基準の５００㎡以下で不自然な点もなくやむを得ない。 

緊急性、転用事業者は、２階に住む長男家族と同居を続けていますが、間取りが２世帯使用で 

ないので、同居生活に困惑しています。近隣の場所に別宅が必要でありやむを得ない。  

代替地、親が住んでいる実家の後継者として、将来は生活を支えることや関広見インターか 

ら近いところである近隣で代替地を検討したが、他の事業等の目的や農地過小大などで他に  

土地はなかった。 

 

角地の農地で分断の影響はなく、農業の担い手の集積地ではないため、要件を満たし、特に問

題はなく除外しても差し支えないと事務局では考えます。 

 

以上、７件について、ご審議お願いいたします。  

 

〇職務代理（山田  達史 君）  
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事務局の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑のある方はございません

か。  

 

質疑もないようですので、順に採決いたします。  

Ｃ－１－１について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。  

異議の無い方は、挙手願います。  

     

全会一致と認めます。 

よって、議案第５号  Ｃ－１－１は「意見無し」と回答することに決しました。  

 

Ｃ－１－２について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。  

異議の無い方は、挙手願います。  

     

全会一致と認めます。 

よって、議案第５号  Ｃ－１－２は「意見無し」と回答することに決しました。  

 

Ｃ－１－３について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。  

異議の無い方は、挙手願います。  

      

全会一致と認めます。 

よって、議案第５号  Ｃ－１－３は「意見無し」と回答することに決しました。  

 

Ｃ－４－１について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。  

異議の無い方は、挙手願います。  

 

全会一致と認めます。 

よって、議案第５号  Ｃ－４－１は「意見無し」と回答することに決しました。  

 

Ｃ－４－２について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。  

異議の無い方は、挙手願います。  

       

全会一致と認めます。 

よって、議案第５号  Ｃ－４－２は「意見無し」と回答することに決しました。  

 

Ｃ－４－３について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。  

異議の無い方は、挙手願います。  
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全会一致と認めます。 

よって、議案第５号  Ｃ－４－３は「意見無し」と回答することに決しました。  

 

続きまして、事務局の説明を求めます。  

 

○農林課課長補佐（加藤 大吾 君） 

洞戸地区、整理番号Ｄ－１の除外申請になります。 

地区別各筆調書は５６ページ、位置図は５７ページになります。 

板取川中学校から北西に９００ｍの農地 ２,１１０㎡になります。 

農地の区分は、１０ｈａ未満の農地の区域内である為、第２種農地と考えます。 

目的は、工場従業員駐車場及び１０ｔトラック待機場になります。 

農地法の許可基準について、第２種農地であるため、代替地性について検討した結果、他に事

業の目的を達成することが出来る土地がないため、転用許可の見込みがあるものと考えます。 

 

１号要件 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農

用地以外に代替する土地がないこと。 

農地法 農地区分：住宅が連坦した区域に近接した１０ｈａ未満の農地集団 ２種農地 

転用基準：２種農地 他ではできない事業は許可される 

緊急性、農地転用後直ちに駐車場の造成にかかる必要性があると認められます。 

代替性、既存の駐車場で頻発する接触事故の防止のため、既存駐車場の制限台数を減らさな 

ければならず、合せて、経営拡大に伴う新規雇用従業員の駐車場不足を解消するため、新たに  

駐車場を確保する必要があります。さらに、長距離トラック運転者の負担軽減のために大型 

トラックの待機場を会社敷地内に確保する必要があると考えられます 

 

農地集団の末端部で分断の影響はなく、農業の担い手の集積地ではないため、要件を満たし、

特に問題はなく除外しても差し支えないと事務局では考えます。 

 

武芸川地区、整理番号Ｆ－１の除外申請になります。 

地区別各筆調書は６０ページ、位置図は６２ページになります。 

武芸小学校から北西に５００ｍの農地 ２,６９８㎡になります。 

農地の区分は、１０ｈａ未満の農地の区域内である為、第２種農地と考えます。 

目的は、駐車場及び貸駐車場になります。 

農地法の許可基準について、第２種農地であるため、代替地性について検討した結果、他に事

業の目的を達成することが出来る土地がないため、転用許可の見込みがあるものと考えます。 

１号要件 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農
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用地以外に代替する土地がないこと。 

農地法 農地区分：住宅が連坦した区域に近接した１０ｈａ未満の農地集団 ２種農地 

転用基準：２種農地 他ではできない事業は許可される。 

緊急性、転用事業者は仕事量が増えてきたため、新社屋及び新工場を建設するのに伴い従業 

員が増え、既存駐車場だけでは手狭になることから、本申請地を自社駐車場及び関連会社で  

ある東海理研株式会社への貸駐車場として利用するため申請した。 

代替性、住宅密集地であると、通勤ラッシュ時の混雑で住民とのトラブルを避けるように検 

討した結果、他にできる場所はなかった。 

 

分断の影響は少なく、農業の担い手の集積地ではないため、要件を満たし、特に問題はなく除

外しても差し支えないと事務局では考えます。 

 

 

武芸川地区、整理番号Ｆ－２の除外申請になります。 

地区別各筆調書は６０ページ、位置図は６２ページになります。 

武芸小学校から西に５００ｍの農地 ２,９７４㎡になります。 

農地の区分は、１０ｈａ未満の農地の区域内である為、第２種農地と考えます。 

目的は、事務所およびショールーム敷地になります。 

農地法の許可基準について、第２種農地であるため、代替地性について検討した結果、他に事

業の目的を達成することが出来る土地がないため、転用許可の見込みがあるものと考えます。 

 

１号要件 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農

用地以外に代替する土地がないこと。 

農地法 農地区分：住宅が連坦した区域に近接した１０ｈａ未満の農地集団 ２種農地。 

転用基準：２種農地 他ではできない事業は許可される。 

緊急性、転用事業者は仕事量が増え取引先も増えてきたため現在の本社機能形態では不十分 

になってきたことから、新たに社屋及びショールームを建築したく申請した。 

規模、社屋及びショールームとして約１，１００㎡の建物、駐車場、調整池等として利用する 

スペースが必要である。 

代替性、今後も安定的な事業運用・事業展開をしていくためにも関連会社である東海研株式 

会社と緊密に連携していくため、周辺の土地を検討した結果、他にできる場所はなかった。 

 

分断の影響は少なく、農業の担い手の集積地ではないため、要件を満たし、特に問題はなく除

外しても差し支えないと事務局では考えます。 

 

武芸川地区、整理番号Ｆ－３の除外申請になります。 
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地区別各筆調書は６０ページ、位置図は６５ページになります。 

武芸川中学校から西に１ｋｍの農地 ４９６㎡になります。 

農地の区分は、１０ｈａ未満の農地の区域内である為、第２種農地と考えます。 

目的は、駐車場になります。 

農地法の許可基準について、第２種農地であるため、代替地性について検討した結果、他に事

業の目的を達成することが出来る土地がないため、転用許可の見込みがあるものと考えます。 

 

１号要件 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農

用地以外に代替する土地がないこと。 

農地法 農地区分：住宅が連坦した区域に近接した１０ｈａ未満の農地集団 ２種農地 

転用基準：２種農地 他ではできない事業は許可される 

緊急性、会社の駐車場が不足しているため、やむを得ない。 

規模、普通乗用車１４台分４４２㎡程度必要であるため。 

代替性、従業員の駐車場として利用するため、就労場所の近郊である必要があり、他に事業が  

できる場所はなかった。 

 

分断の影響は少なく、農業の担い手の集積地ではないため、要件を満たし、特に問題はなく除

外しても差し支えないと事務局では考えます。 

 

武儀地区、整理番号Ｇ－１の除外申請になります。 

地区別各筆調書は６８ページ、位置図は６９ページになります。 

武儀事務所から南西に４００ｍの農地 ９８９㎡になります。 

農地の区分は、武儀事務所から５００ｍ以内にある農地であるため、第２種農地と考えます。  

目的は、駐車場になります。 

農地法の許可基準について、第２種農地であるため、代替地性について検討した結果、他に事

業の目的を達成することが出来る土地がないため、転用許可の見込みがあるものと考えます。 

 

１号要件 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農

用地以外に代替する土地がないこと。 

農地法 農地区分：住宅が連坦した区域に近接した１０ｈａ未満の農地集団 ２種農地 

転用基準：２種農地 他ではできない事業は許可される 

緊急性、申請人は会社を経営しており、従業員用駐車場が手狭になり、駐車場が必要になった  

ため。 

代替性、会社の近隣３００ｍ以内の場所に駐車場が必要であり、従業員用駐車場５台以上、 

トラック２台以上が駐車できるスペースを確保できる場所を検討した結果、他の場所がない  

ため。 
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分断の影響はなく、農業の担い手の集積地ではないため、要件を満たし、特に問題はなく除外

しても差し支えないと事務局では考えます。 

 

上之保地区、整理番号Ｈ－１の除外申請になります。 

地区別各筆調書は７２ページ、位置図は７４ページになります。 

上之保浄化センターから北に３００ｍの農地 ９０４㎡になります。 

農地の区分は、１０ｈａ未満の農地の区域内である為、第２種農地と考えます。 

目的は、貸駐車場になります。 

農地法の許可基準について、第２種農地であるため、代替地性について検討した結果、他に事

業の目的を達成することが出来る土地がないため、転用許可の見込みがあるものと考えます。 

 

１号要件 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農

用地以外に代替する土地がないこと。 

農地法 農地区分：住宅が連坦した区域に近接した１０ｈａ未満の農地集団 ２種農地 

転用基準：２種農地 他ではできない事業は許可される 

緊急性、現在ある駐車場は、工場増設計画があるため、その代替地として駐車場が必要とな

る。 

代替性、申請地から１００ｍ以内であり、他の事業実施地でないところを検討した結果、他の

場所がないため。 

 

分断の影響はなく、農業の担い手の集積地ではないため、要件を満たし、特に問題はなく除外

しても差し支えないと事務局では考えます。 

 

上之保地区、整理番号Ｈ－２の除外申請になります。 

地区別各筆調書は７２ページ、位置図は７６ページになります。 

阿木集会場から南西に２００ｍの農地 ８１３㎡になります。 

農地の区分は、１０ｈａ未満の農地の区域内である為、第２種農地と考えます。 

目的は、植林になります。 

農地法の許可基準について、第２種農地であるため、代替地性について検討した結果、他に事

業の目的を達成することが出来る土地がないため、転用許可の見込みがあるものと考えます。 

 

１号要件 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農

用地以外に代替する土地がないこと。 

農地法 農地区分：住宅が連坦した区域に近接した１０ｈａ未満の農地集団 ２種農地 

転用基準：２種農地 他ではできない事業は許可される。 
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緊急性、山間の農地のため雑木等が繁殖し耕作が困難であることから、植林し山林として利

用する。 

代替性、自宅から近隣であり植林として管理するため、他の事業実施地でないところを検 

討した結果、他の場所がないため。 

 

分断の影響はなく、農業の担い手の集積地ではないため、要件を満たし、特に問題はなく除外

しても差し支えないと事務局では考えます。 

 

以上、７件について、ご審議お願いいたします。  

 

〇職務代理（山田  達史 君）  

事務局の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑のある方はございません

か。  

 

質疑もないようですので、順に採決いたします。  

Ｄ－１について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。  

異議の無い方は、挙手願います。  

     

全会一致と認めます。 

よって、議案第５号  Ｄ－１は「意見無し」と回答することに決しました。  

 

Ｆ－１について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。  

異議の無い方は、挙手願います。  

        

全会一致と認めます。 

よって、議案第５号  Ｆ－１は「意見無し」と回答することに決しました。  

 

Ｆ－２について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。  

異議の無い方は、挙手願います。  

 

全会一致と認めます。 

よって、議案第５号  Ｆ－２は「意見無し」と回答することに決しました。  

 

Ｆ－３について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。  

異議の無い方は、挙手願います。  
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全会一致（賛成多数）と認めます。  

よって、議案第５号  Ｆ－３は「意見無し」と回答することに決しました。  

 

Ｇ－１について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。  

異議の無い方は、挙手願います。  

  

全会一致と認めます。 

よって、議案第５号  Ｇ－１は「意見無し」と回答することに決しました。  

 

Ｈ－１について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。  

異議の無い方は、挙手願います。  

    

全会一致と認めます。 

よって、議案第５号  Ｈ－１は「意見無し」と回答することに決しました。  

 

Ｈ－２について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。  

異議の無い方は、挙手願います。  

        

全会一致と認めます。 

よって、議案第５号  Ｈ－２は「意見無し」と回答することに決しました。  

 

続きまして、事務局の説明を求めます。  

 

○農林課課長補佐（加藤 大吾 君）   

富野地区、整理番号Ａ１－１の編入になります。 

地区別各筆調書は７９ページ、位置図は８２ページになります。 

関市神野地区の農地 １２筆 ７,３５０．３４㎡です。 

美濃関地区神野団地圃場整備事業実施の為、編入したいというものになります。 

 

田原地区、整理番号Ａ３－１の編入でございますが、現在、県と協議をしておりますので、    

１２月の総会に再度かけたいと考えておりますので、省略させていただきます。 

 

小金田地区、整理番号Ｃ１－１の編入になります。 

地区別各筆調書は８７ページ、位置図は１０６ページになります。 

白金地区の農地 ９２筆 ２８,５２８．６５㎡です。 

白金地区圃場整備事業実施の為、編入したいというものになります。 
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洞戸地区、整理番号Ｄ－１の編入になります。 

地区別各筆調書は１０８ページ、位置図は１０９ページになります。 

洞戸市場地区の農地 ２筆 ２０５．００㎡です。 

除外後、事業が中止になった為、編入したいというものになります。 

 

以上、３件について、ご審議お願いいたします。  

 

職務代理（山田  達史 君）   

事務局の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑のある方はございません

か。  

 

質疑もないようですので、議案第５号の編入３件について、順に採決いたします。  

 

編入Ａ－１－１について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。  

異議の無い方は、挙手願います。  

    

全会一致と認めます。 

よって、議案第５号  編入Ａ－１－１は「意見無し」と回答することに決しました。  

 

編入Ｃ－１－１について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方

は、挙手願います。  

 

全会一致と認めます。 

よって、議案第５号  Ｃ－１－１は「意見無し」と回答することに決しました。  

 

Ｄ－１について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。  

異議の無い方は、挙手願います。  

  

全会一致と認めます。 

よって、議案第５号  Ｄ－１は「意見無し」と回答することに決しました。  

 

続きまして、報告第１号 荒廃農地調査に伴う農地・非農地の判断についてを議題としま

す。事務局の説明を求めます。 

 

○農業委員会事務局課長補佐（山田 牧広 君）   

報告１号 非農地判断された農地の報告について 
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議案は１４ページになります。 

農地に雑木等が生え、山林化された土地において、農地台帳から削除するというものでござ

います。 

現地確認したところ、対象地の周囲は山林で、対象地も山林化しており、農地復元が非常に

困難であるため、非農地として判断したものです。 

地区は、上之保地区 ４筆です。 

以上、報告させていただきます。 

 

〇職務代理（山田 達史 君） 

以上をもちまして、本日の議案の審議はすべて終了いたしました。 

その他について、事務局の説明を求めます。  

 

〇農業委員会事務局長（山岡 透 君） 

次回の農業委員会総会は、令和５年１２月７日（木）午前９時３０分より    

関市役所 ６階 ６－２会議室を予定しております。 

また、総会終了後に大会議室で合同会議を予定しておりますので、 

よろしくお願いいたします。 

 

職務代理（山田  達史 君）         

（ 挨拶 ） 

 

午前１１時００分閉会 
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本日の議会の顛末を記録し、相違ないことを証するためここに署名する。  

 

 

職務代理 

 

 

 

 

 

                                  ㊞ 

 

 

 

９番    

 

 

 

   

                                ㊞         

 

 

 

 

１０番    
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